
北区立学校の児童・生徒の実態 （令和4年度全国学力・学習状況調査から）

SNS北区ルール

■　北区立学校の児童・生徒は、携帯電話やスマートフォン等の使い方について、家の人と約束を守ってい

　　ると回答した割合は、全国と比べて小学生は高く、中学生は低い。

■　北区立学校の児童・生徒は、携帯電話やスマートフォン等の所持率は、全国と比べて高い。

■　平日、２時間以上、テレビゲーム（コンピュータゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使った

　　ゲームも含む）をしている割合が、小学校は全国より低く、中学生は全国と同じ。

携帯電話・スマートフォン等の使い方について、家の人と約束したことを守っていますか

平日、１日あたりどれくらいの時間、テレビゲーム（携帯電話等のゲームを含む）をしますか
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ＰＴＡ連合会、中学校生徒会、小中学校校長会からのご意見

教育委員会の対応
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東京都の児童・生徒の実態

■　１日に２時間以上スマートフォンを使用している児童・生徒の割合は、小学校低学年で約１割 、 小学校高学年

　　で約３割、 中学生では４割以上になる。

■　学年が上がるにつれて、保護者が時間を把握していない割合が高い。

「家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査」（東京都都民安全推進本部 ・ 令和４年3月）

〔調査対象〕都内在住の小・中・高校生にスマートフォンを持たせている保護者 2,000 人

スマートフォンを１日にどれくらい使用しますか
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　 北 区 教 育 委 員 会 で は 、 児 童 ・ 生 徒 の 健 全 育 成 や ネ ッ ト ト ラ ブ ル 等 の 未 然 防 止 を 図 る た め 、 東 京

都作成の「SNS東京ルール」や、保護者の皆さま、生徒、学校長の意見等を踏まえて、区として

のルールである「SNS北区ルール」を作成しています。

　 こ の た び 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 の 「 S N S 東 京 ル ー ル 」 の 改 訂 を 受 け 、 改 訂 内 容 や 、 保 護 者 の 皆 さ

ま、生徒、学校長の意見等を総合的に判断し、「SNS北区ルール」の内容を改訂しました。

　本ルールの対象は、小学校4年生から、中学校３年生までの児童・生徒とその保護者です。保護

者 の 皆 様 と 学 校 、 教 育 委 員 会 が 連 携 、 協 力 し て 、 児 童 ・ 生 徒 の 健 全 育 成 や ト ラ ブ ル 等 の 未 然 防 止

に向けて、取り組んでいきたいと考えますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いします。

こ の た び 作 成 し ま し た ル ー ル を も と に 、 携 帯 電 話 や ス マ ー ト フ ォ ン の 望 ま し い 使 い 方 に つ い て 、

親子で話し合うきっかけにしていただけたら幸いです。

　保護者の皆様や生徒の意見の中には、携帯電話やスマートフォンの所有や使用方法については、

本来、各家庭で考え、責任を負うべきことであり、区で一律に基準を設けて規制するのはなじまな

い の で は な い か と い う ご 意 見 も あ り ま し た が 、 区 と し て 基 準 を 示 す こ と で 、 携 帯 電 話 や ス マ ー ト

フォンにかかる様々な問題の解決につながる側面もあるのではないかとの声も多く聞かれました。

（ルールのページは、切り離してご家庭の目立つところに掲示するなどして、
　ご活用ください。）



【保護者が守る３つのルール】
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　また、GIGA スクール構想により令和３年４月から貸与している一人１台端末「き

たコン」の使い方についても、お子さんと話し合って決めてください。

【児童が守る６つのルール】

（担当　北区教育委員会事務局学び未来課）



【保護者が守る３つのルール】

【生徒が守る６つのルール】

　また、GIGA スクール構想により令和３年４月から貸与している一人１台端末「き

たコン」の使い方についても、お子さんと話し合って決めてください。

（担当　北区教育委員会事務局学び未来課）


